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研究成果の概要（和文）：本研究では、一貫した所得課税を実施する上で、所得の源泉である経

済資源のうち、どのようなものを資産として把握すべきかをアメリカ法のパートナーシップ課

税制度や法人課税制度を素材として検討し、その結果、納税者に帰属する経済的損益に対する

所得課税を一貫して行う上で、経済的損益の源泉たる経済資源のうち一定のものについてはそ

れを資産として認識しないことが、場合によっては必要になることを明らかにした。 

研究成果の概要（英文）：We tried to analyze the taxation system for partnerships and 

corporations in United States to make clear how we should recognize economic resources 

as capital assets. We found that it would be necessary not to recognize some economic 

resources as assets to achieve the coherent taxation of capital income. 
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１．研究開始当初の背景 

 

 近時、利益の源泉（資産）としての無

形資産（Intangibles）や人的資本（Human 

Capital）の重要性が広く認識され、こ

れらを対象とした投資が活発に行われ

るようになってきた。特に、人的資本の

利用と投資の促進は、わが国の持続的な

成長に必須の要件と広く考えられるよ
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うになっている。 

しかしながら、現行の所得税・法人税

において、無形資産や人的資本は法的な

意味での資産として認識されておらず、

その結果、これらの資産から生じている

所得が、有形資産から生じる所得と比し

て軽課されることとなり、公平な所得に

対する税の賦課という所得税・法人税の

理念が損なわれる事態が発生していた。 

 研究代表者は、本研究開始前に、(1)

将来において発生する収入のための支

出が資産として取扱われず、その結果、

問題の収入を所得として把握すること

ができなくなってしまう事態を防止す

るために、アメリカ法で積み重ねられて

きた努力の整理と考察を行っていたこ

と、また、(2)米国の学会・政界で一大

論争を巻き起こした投資ファンド・マネ

ージャに対する課税の問題（これは、

彼・彼女らの資産運用の対価を、労務か

らの利得と比べて課税上有利に取扱わ

れている資本からの利得と課税上性質

決定することが許容されるか否かを問

うものであった）を整理していたことか

ら、有形資産を中心とした伝統的な資産

概念の維持可能性に疑問を抱くように

なっていた。 

そこで、そのような伝統的な資産概念

について再検討を行う本研究を着想す

るに至った。 

 

２．研究の目的 

 

 本研究は、経済的には資産であること

が明らかな無形資産や人的資本が法的

には資産と見られないという意味での

資産概念の経済と法の不一致が生じて

いる理由を解明し、その上で、課税の公

平と調和した資産所得課税の姿を示す

ことを目的とするものであった。 

 従来、課税における資産概念の検討は、

伝統的な資産概念や会計などの他領域

での資産概念を前提とするものであり、

どのような所得が生じており、課税上ど

のように取扱うのが適切であるか、とい

った本来検討が加えられるべき問題に

焦点を合わせたものはなかったことか

ら、本研究では、従前の資産概念を前提

とすることなく、納税者の間にどのよう

に所得が帰属し、それらの所得がどのよ

うな課税に服するべきかという観点か

らあるべき資産概念の姿を解明しよう

とする資産概念の目的論的考察の実施

を目指した。 

 

３．研究の方法 

 

 本研究は、あるべき所得に対する課税

の姿を解明するため、アメリカ法のパー

トナーシップ課税制度に着目し、その整

理と検討を行うことから出発した。 

アメリカ法のパートナーシップ課税制

度では、資本（資産）と労務の結合によ

って所得が発生し、しかも発生した所得

に対して資本や労務を提供する事業体

（パートナーシップ）の構成員（パート

ナー）に対して直接の課税を行おうとす

るものであり、また、その所得をそれぞ

れのパートナーにどのように帰属させ

るべきであるのという点が古くから問

題となっていたことから、その制度の内

容及び問題を整理、検討することにより、

資産からの所得に対するあるべき課税



 

 

制度の姿について知見を得られると考

えたためである。 

 しかし、整理と検討を進めた結果、パ

ートナーシップからの所得の各パート

ナーへの割振りは、資本による貢献と労

務による貢献を区別し、それぞれに帰す

る部分を確定するという形を採るもの

でなく、各パートナーの貢献全体に対し

て適切な割振りとなっているかを問う

ものとなっており、学会での議論もそれ

を前提とするものであったことが判明

し、また、資本に帰する部分と労務に帰

する部分を区分しないにもかかわらず、

資本から派生する所得と労務から派生

する所得で取扱いを異にするゆえの弊

害を解消するために、事業体段階でその

所得について一律の課税を実施する提

案がなされていることが分かった。 

 そこで、アメリカ法における事業体段

階課税の制度である法人課税制度に着

目し、どのような所得を課税すべきもの

としているのかを整理し、検討してみた

ところ、法人が別の法人を支配する場合

のその所有者たる持分（株式）が、課税

上、資産として把握されるにもかかわら

ず、その株式に係る所得がおよそ課税さ

れないという状況があることがわかり、

これは、所得課税のあり方から資産概念

の姿を解明しようとする本研究の目的

を達成する上で重要な手掛かりとなる

と考えられたことから、その整理と検討

を進めることとした。 

 

４．研究成果 

 

 アメリカ法の法人課税制度における、

法人が別の法人の株式（子法人株式）を

所有し、課税上、これを資産として把握

しながらも、一定の場合においてそこに

係る所得を全く無視するという状況を

整理、検討した結果、その背後には 1の

経済的損益に対して1度だけ課税すると

いう所得課税の原則が存在することが

判明した。 

課税上、ある経済的資源を資産と観念

することは、従来、経済的損益を所得と

して把握するために必要不可欠である

と考えられてきたように思われるが、適

正な所得課税を実施する上で資産とし

ての認識を止めるべき局面の存在が判

明したのは大きな収穫であった。 

この成果の取りまとめは既に完了し

ており、今秋発刊の金沢法学（54 巻 1

号）に掲載される（「子法人アウトサイ

ド・ベイシスの変容と課題（１）」）。 

 また、上記整理と検討を進める過程に

おいて、子法人株式の資産としての認識

を放棄するという処理は、オーストラリ

ア法においても実施されており、それに

もかかわらず、アメリカ法とオーストラ

リア法では、その際の具体的な計算処理

に大きな隔たりがあることも判明した。 

それは、所得課税に対する考え方の違

いに起因するものであると考えられる

が、現時点では仮説の域を出ていない。 

引続き整理と検討を行い、上記論文の

続編として、その成果を公表する予定で

ある。 
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